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平
成
二
十
年
度
阿
久
比
町
学
校
給
食
用

購
入
物
資
納
入
業
者
の
指
定
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

　

希
望
の
方
は
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
ま
で

申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□
受
付
期
間　

一
月
四
日（
金
）〜
三
十
一

日（
木
）

※　

申
請
書
は
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
に
あ

り
ま
す
。

□
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
給
食
セ

ン
タ
ー　

�（
４
８
）５
１
１
１

�□
募
集
科
名
お
よ
び
定
員　

　

電
気
工
事
科
＝
二
十
人
、
ホ
ー
ム
設
備

ラ
イ
ン
科
＝
三
十
人
、
住
宅
イ
ン
テ
リ

ア
科
＝
三
十
人
、
住
宅
エ
ク
ス
テ
リ
ア

科
＝
三
十
人

□
訓
練
期
間　

　

電
気
工
事
科
＝
四
月
九
日
か
ら
一
年
間
、

そ
の
他
の
科
＝
同
日
か
ら
六
カ
月
間

□
募
集
期
間　

一
月
八
日（
火
）〜
二
月
十

五
日（
金
）

□
応
募
資
格　

　

転
職
し
よ
う
と
す
る
方
で
、
中
学
校
を

卒
業
し
た
方
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
方
。

な
お
、
電
気
工
事
科
は
中
学
校
卒
業
見

込
者
お
よ
び
若
年
未
就
職
の
方
（
お
お

む
ね
三
十
歳
未
満
）

□
説
明
見
学
会　

第
一
回
＝
一
月
三
十
日
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（
水
）、
第
二
回
＝
二
月
十
三
日（
水
）、

各
回
と
も
午
後
一
時
半
開
始

□
入
校
選
考　

三
月
四
日（
火
）　

適
性
試

験
と
面
接

□
訓
練
経
費
な
ど　

　

授
業
料
、
実
習
用
教
材
費
は
無
料
で
す

が
、
一
部
負
担
金
が
必
要
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

高
浜
高
等
技
術
専
門

校
�
０
５
６
６（
５
３
）０
０
３
１　

半

田
公
共
職
業
安
定
所
�（
２
１
）０
０
２

３
�

　

知
多
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
主
催
で

イ
チ
ゴ
狩
り
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
開
催
し

ま
す
。

　

知
多
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
は
知
多
地
域
の
青
年

農
業
者
の
集
ま
り
で
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
や

勉
強
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
企
画

は
農
業
の
Ｐ
Ｒ
を
兼
ね
た
女
性
と
の
交
流

会
で
す
。

□
日　

時　

二
月
十
日（
日
）　

午
前
十
時

〜
午
後
三
時

□
場　

所　

・
い
ち
ご
狩
り　

市
野
園
芸
（
半
田
市
）

・
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー　

フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー

ケ
ッ
ト
・
ブ
リ
オ
（
半
田
市
）

□
参
加
費　

千
円

□
参
加
資
格　

十
八
歳
以
上
の
独
身
女
性

□
定　

員　

二
十
人
（
先
着
順
）

□
申
込
期
限　

一
月
十
五
日（
火
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

知
多
農
林
水
産
事
務
所
農
業
改
良
普
及
課

�（
２
１
）８
１
１
１（ 
内
２
８
３
）
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１．７０歳～７４歳の方（注１）の窓口負担
　平成２０年４月から平成２１年３月までの一年間、窓口負担が１割に
据え置かれます。

（注１）すでに３割負担の方、後期高齢者医療制度の対象となる一
定の障害認定を受けた方は除きます。
（注２）昨年の制度改正では、７０歳から７４歳の方の窓口負担は平成２０
年４月から２割負担に見直されることとされていたものを据え置き
ます。
□問い合わせ先　保険課国保係　�（４８）１１１１（内２１４）
２．後期高齢者医療制度における７５歳以上の被扶養者の保険料
　平成２０年４月から９月までの６カ月は無料となり、平成２０年１０月
から平成２１年３月までの６カ月間は人数割保険料額（被保険者均等
割）を９割軽減した額となります。
　対象者
　７５歳以上の方（注１）で後期高齢者医療の被保険者になる日の前
日（平成２０年３月３１日または７５歳の誕生日の前日）に被用者保険
（注２）の被扶養者となっている方。

（注１）６５歳から７４歳で一定の障害認定を受けた方を含みます。
（注２）政府管掌健康保険、企業の健康保険、公務員の共済組合な
どで、国民健康保険は該当しません。
（注３）昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の方は後期高
齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から２年間、被保険
者均等割を５割軽減することとされていますが、今回の措置はそれ
に加えて行います。
□問い合わせ先　保険課医療年金係　�（４８）１１１１（内２５７）

　事件解決のキーワードは、「すばやい通報」
にあります。次のようなときは、迷わず、落ち
着いて、すぐに１１０番をしてください。 

緊急性のない困りごと相談などには、警察相談専用電話を利用してください。 

☆「♯９１１０」のかけ方は 
　　家庭の電話（プッシュ回線のみ）や公衆電話、携帯電話、ＰＨＳ
　で「＃９１１０」をプッシュすれば、愛知県警本部の住民コーナー
　（ただし、愛知県内で発信の場合）　につながります。 
　　ダイヤル回線と一部のＩＰ電話からは＃９１１０につながりません。
　その場合は（０５２）９５３－９１１０　　　　　　　　　　　　　　　　　
□問い合わせ先　半田警察署　（２１）０１１０ 

◎110番は緊急通報のための専用電話です◎ 

～知ってますか？警察相談　＃9110～ ～知ってますか？警察相談　＃9110～ ～知ってますか？警察相談　＃9110～ 

★　殺人・強盗などの被害に遭い、目撃した。 

★　ドロボウに入られ、ドロボウが逃げるのを目撃した。 

★　ひったくり被害に遭い、ひったくりを目撃した。 

★　見かけない人が、家の中をのぞいている。 

★　手配犯人によく似た人を見かけた。 

★　ひき逃げ事故に遭い、ひき逃げ事故を目撃した。 

 

１月１０日は１１０番の日！！


